
『新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う 

「休日の融資相談連絡先の設置」』について 

 

 

島根・鳥取両県における新型コロナウイルス感染症患者の発生が増加傾向にある中、

非常事態宣言が全国に拡大され、中小企業や小規模事業者の資金繰り等への影響が懸

念されております。 

今般、地域金融機関として、地元の中小企業や小規模事業者に対する資金繰り等の

支援に万全を期すため、休日（GW を含む）における融資相談連絡先を設置いたします。 

 

 

１．融資相談連絡先の設置 

（１）連絡先 

休日電話受付  ０８５２—２４－１１０５（審査管理グループ） 

   受付時間    ９:００～１７：００ 

 

（２）目的 

中小企業や小規模事業者の資金繰り等に重大な支障が生じないよう、休日（GW 含

む）明けに集中する資金ニーズに備えるため、お客さまからの具体的な相談を休日

においても受付け、迅速かつ積極的に対応するもの。 

 

（３）設置期間 

2020 年 4 月 25 日（土）～5月 6日（水） 

 

 

以 上 

 

 


